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   Ａ６１Ｂ   17/28     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成27年10月5日(2015.10.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外科用管状シャフト器具（１４）のための外科用ハンドグリップ（１０）であって、
　前記ハンドグリップ（１０）が、管状シャフト（２８）と、該管状シャフトに対して前
後に移動可能である力伝達要素（３０）とを有する管状シャフト道具（１２）に連結する
ための連結装置（４８）を含み、
　前記連結装置（４８）が、前記力伝達要素（３０）に連結するための連結要素（４９）
と、前記管状シャフト（２８）に接続するための接続要素（４６）とを有し、
　前記ハンドグリップ（１０）が、前記連結要素（４９）に動作可能に接続されるととも
に、非作動配置から少なくとも１つの作動配置へと及びその逆へと転移可能である把持装
置（５３）をも含み、これによって、前記連結要素（４９）が非作動位置から少なくとも
１つの作動位置へと転移することに起因して前記連結要素（４９）と前記接続要素（４６
）との間の相互の相対的間隔が変化し、
　前記ハンドグリップ（１０）が、把持軸（４１）を規定するとともに、案内装置（８９
）、ここで該案内装置（８９）は、前記連結要素（４９）を、前記非作動配置から前記少
なくとも１つの作動配置へと転移する間の前記把持装置（５３）の配置とは無関係に前記
非作動位置から前記少なくとも１つの作動位置へと転移する間に、前記把持軸（４１）に
沿って案内するための案内体（３８）を有し、
　前記案内体（３８）が、軸方向スリーブ（４０）の形態であるとともに、前記把持軸（
４１）を規定し、
　前記連結要素（４９）が、前記非作動位置から前記少なくとも１つの作動位置へと転移
する間に前記スリーブ（４０）内で変位可能なやり方で装着され、
　前記スリーブ（４０）が、前記スリーブ（４０）に対して前記非作動位置から前記少な
くとも１つの作動位置へと及びその逆へと転移する間に前記連結要素（４９）が横切る変
位路の少なくとも一部分に沿って、溝様の軸方向貫通開口（６２）を有する、ハンドグリ
ップにおいて、
　前記スリーブ（４０）が、前記把持軸（４１）の周方向で、前記溝様の貫通開口（６２
）よりも大きい角度範囲にわたって延びる窓様の貫通開口（８０）を有すること、を特徴
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とするハンドグリップ。
【請求項２】
　請求項１に記載のハンドグリップであって、前記窓様の貫通開口（８０）が、前記溝様
の貫通開口（６２）の遠位側に配置されること、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載のハンドグリップであって、前記溝様の貫通開口（６２）及び前
記窓様の貫通開口（８０）が、前記把持軸（４１）の周方向で前記スリーブ（４０）の同
じ側に配置されること、及び／又は、前記溝様の貫通開口（６２）と前記窓様の貫通開口
（８０）とが互いに１つになること、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１項に記載のハンドグリップであって、前記連結要素（４９）
が、前記把持軸（４１）に対して交差方向に又は角度をつけて係合解除されることができ
、前記係合解除された状態で、前記連結要素（４９）を前記力伝達要素（３０）に連結す
る又は前記力伝達要素（３０）から分断するために、前記窓様の貫通開口（８０）内で部
分的に係合する又は該窓様の貫通開口（８０）を通過すること、を特徴とするハンドグリ
ップ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載のハンドグリップであって、前記把持装置（５３）
が、前記案内体（３８）上に又は前記案内体（３８）に接続される装着体上に、前記把持
軸（４１）に対して交差方向に配向される枢動軸（６６）の周りで枢動するように装着さ
れる第１把持要素（６５）を含むこと、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項６】
　請求項５に記載のハンドグリップであって、前記ハンドグリップ（１０）が、リンク要
素（５９）、ここで該リンク要素（５９）は、前記把持軸（４１）に対して交差方向に配
向される第１継手軸（６４）の周りで枢動するように、第１関節式継手（６３）にて前記
第１把持要素（６５）に接続されるとともに、前記把持軸（４１）に対して交差方向に配
向される第２継手軸（６１）の周りで枢動するように、第２関節式継手（６０）にて前記
連結要素（４９）に接続される、を含むこと、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項７】
　請求項６に記載のハンドグリップであって、前記リンク要素（５９）が、前記溝様の貫
通開口（６２）を通して係合すること、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項８】
　請求項６又は７に記載のハンドグリップであって、前記把持装置（５３）が、前記案内
体（３８）に又は前記装着体に不動に固定される第２把持要素（６７）を含み、特に、前
記第１把持要素（６５）及び／又は前記第２把持要素（６７）が、外殻様であり、前記案
内体（３８）を前記把持軸（４１）の周方向で少なくとも部分的に包囲すること、を特徴
とするハンドグリップ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載のハンドグリップであって、
　前記連結要素（４９）が、移動可能な、特に変位可能なやり方で前記案内体（３８）に
より案内される移動部材（５２）と、前記移動部材（５２）に連結されるとともに前記力
伝達要素（３０）用の容器（５１）を含む容器部材（５０）とを含むこと、及び
　前記連結要素（４９）が、連結配置から非連結配置へと及びその逆へと転移可能であり
、前記連結配置のときに前記力伝達要素（３０）用の前記容器（５１）の入口開口（５６
）が軸方向で阻止され、前記非連結配置のときに前記入口開口（５６）が軸方向で自由に
されること、
を特徴とするハンドグリップ。
【請求項１０】
　請求項９に記載のハンドグリップであって、前記容器（５１）が、止まり穴（５５）、
ここで該止まり穴（５５）は、前記軸方向に溝の付いた側壁を包含する前記容器部材（５
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０）内に形成されるとともに、前記把持軸（４１）に対して交差方向に配向される、を含
むこと、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載のハンドグリップであって、前記移動部材（５２）と前記容器
部材（５０）とが、前記連結要素（４９）を前記連結配置から前記非連結配置へと及びそ
の逆へと転移させるために、互いに対して移動可能であり、特に、前記容器部材（５０）
と前記移動部材（５２）とが、前記把持軸（４１）に対して交差方向に配向される係合解
除軸（５４）の周りで互いに対して枢動すること、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のハンドグリップであって、前記係合解除軸（５４）及び前記把持軸
（４１）が、平面を規定すること、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載のハンドグリップであって、前記容器部材（５０）が、前記
連結要素（４９）を前記連結配置から前記非連結配置へと及びその逆へと転移させるため
に、前記把持軸（４１）から離れる方へ又は前記把持軸（４１）に向かって枢動すること
、を特徴とするハンドグリップ。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか１項に記載のハンドグリップであって、
　前記連結要素（４９）が、円筒形であり又は少なくとも部分的に略円筒形であり、前記
把持軸（４１）と同軸に配向されること、及び／又は
　前記連結要素（４９）が、前記連結要素（４９）を前記把持装置（５３）に連結するリ
ンク要素（５９）の係合のために、少なくとも部分的に軸方向で溝が付けられること、
を特徴とするハンドグリップ。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載のハンドグリップ（１０）と、前記ハンドグリッ
プ（１０）と協働する少なくとも１つの管状シャフト道具（１２）とを含む外科用管状シ
ャフト器具（１４）。
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